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2面 新たな感染拡大防止補助金
 と診療報酬の特例
4面 核兵器禁止条約が発効
6面 医療機関で必要な「不合理な
 待遇差の是正」への対応

昨
年
２
月
３
日
に

ダ
イ
ヤ
モ
ン
ド
・
プ

リ
ン
セ
ス
号
が
横
浜

港
に
着
岸
し
、
検
疫

が
実
施
さ
れ
た
。
翌

日
、
乗
客
に
Ｓ
Ａ

Ｒ
Ｓ-

Ｃ
ｏ
Ｖ-

２ 

Ｒ
Ｎ
Ａ
が

検
出
さ
れ
、
乗
客
・
乗
員
が

船
内
隔
離
さ
れ
た
。
乗
員
１
０

６
８
人
、
乗
客
２
６
４
５
人
の

計
３
７
１
３
人
が
乗
船
し
て
い

た
。
そ
の
後
４
月
15
日
ま
で
に

確
定
症
例
７
１
２
例
が
確
認
さ

れ
、
少
な
く
と
も
14
例
の
死
亡

が
、
そ
の
他
に
検
疫
官
や
船
会

社
の
医
師
ら
外
部
か
ら
対
策
に

入
っ
た
９
人
の
感
染
も
確
認
さ

れ
た
。
乗
員
で
は
食
事
担
当
ス

タ
ッ
フ（
５・７
％
）は
他
ス
タ
ッ

フ
（
０
・
７
％
）
に
比
べ
累
積

罹
患
率
が
有
意
に
高
か
っ
た
。

３
月
１
日
に
全
て
の
乗
客
、
乗

員
の
下
船
が
完
了
し
た
。
新
型

コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
が
国
民
的
な

関
心
事
と
な
っ
た
の
は
３
月
か

ら
だ
っ
た
。
４
月
７
日
に
緊
急

事
態
宣
言
が
出
さ
れ
た
▼
日
本

政
府
は
補
正
予
算
案
を
４
月
30

日
に
成
立
さ
せ
た
が
、
旅
行
や

外
食
料
金
の
割
引
の
Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ

キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
が
１
・
７
兆
円

だ
っ
た
の
に
対
し
、
感
染
拡
大

防
止
策
や
医
療
体
制
の
整
備
も

１
・
８
兆
円
と
ほ
ぼ
同
じ
だ
っ

た
。
感
染
抑
え
込
み
と
経
済
活

動
と
の
両
輪
に
喘
い
だ
▼
あ
れ

か
ら
苦
し
い
日
々
が
１
年
も
続

い
た
。
累
計
感
染
者
が
39
万
人

を
超
え
、
死
者
も
６
千
人
を
超

え
た
（
２
月
５
日
現
在
）。
検

疫
体
制
や
ワ
ク
チ
ン
接
種
に
合

理
的
な
対
策
が
講
じ
ら
れ
、
透

明
性
の
あ
る
情
報
公
開
が
な
さ

れ
、
健
全
な
医
療
体
制
が
確
保

さ
れ
、
市
中
感
染
が
姿
を
消

し
、
安
心
し
て
街
中
を
歩
け
る

日
は
い
つ
来
る
の
だ
ろ
う
か
。

２
０
２
０
年
12
月
10
日

（
木
）、
第
54
回
よ
ろ
ず
勉
強
会

が
八
木
邦
公
氏
（
富
山
大
学
附

属
病
院
第
一
内
科
）
に
よ
る
２

回
シ
リ
ー
ズ
講
演
の
第
２
回

「
糖
尿
病
と
心
不
全
」
と
題
し

て
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

本
年
５
月
に
金
沢
で
開
催
さ

れ
る
第
64
回
日
本
糖
尿
病
学
会

の
運
営
事
務
局
と
し
て
の
目
玉

企
画
の
ご
案
内
、
イ
ン
ス
リ
ン

製
剤
の
ト
レ
ン
ド
やD

iabetes 
Care

誌
の
最
新
情
報
の
ご
紹

介
に
続
い
て
、
本
題
で
あ
る
心

不
全
の
病
態
生
理
と
治
療
、
糖

尿
病
の
心
機
能
で
は
収
縮
障
害

と
拡
張
障
害
が
重
複
す
る
難
し

い
管
理
な
ど
、
糖
尿
病
・
動
脈

硬
化
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
で
あ

り
な
が
ら
、
循
環
器
に
も
造
詣

が
深
い
八
木
氏
な
ら
で
は
の
ご

講
演
だ
っ
た
と
思
い
ま
す
。
前

回
、
課
題
と
な
っ
た
マ
イ
ク
の

調
整
、
配
布
資
料
の
字
の
大
き

さ
、
講
師
と
の
事
前
打
合
せ
な

ど
、
開
催
側
と
し
て
も
ノ
ウ
ハ

ウ
を
積
み
上
げ
て
き
た
手
応
え

が
あ
り
ま
し
た
。

ご
講
演
の
分
か
り
や
す
さ
や

メ
ッ
セ
ー
ジ
性
に
加
え
、
資
料

や
音
声
な
ど
、
テ
ク
ニ
カ
ル
に

も
学
術
講
演
会
と
し
て
満
喫
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
三
宅

会
長
の
あ
い
さ
つ
に
も
あ
り
ま

し
た
が
、
糖

尿
病
は
内
科

の
「
ど
真
ん

中
」
で
す
。

こ
の
シ
リ
ー

ズ
は
一
旦
終

了
さ
せ
て
い

た
だ
き
ま
す

が
、
会
員
の

皆
さ
ん
は

オ
ー
ソ
ド
ッ

ク
ス
な
内
科

疾
患
の
勉
強

会
を
、
こ
の

コ
ロ
ナ
禍
の

中
で
い
っ
そ

う
求
め
て
お

ら
れ
る
こ
と

に
、
わ
が
意

を
強
く
い
た

し
ま
し
た
。
と
り
わ
け
、
歯
科

会
員
の
先
生
方
か
ら
は
「
糖

尿
病
や
不
整
脈
な
ど
の
新
薬

は
、
患
者
さ
ん
の
お
薬
手
帳
を

見
て
、
飲
ん
で
い
る
薬
品
名
を

手
掛
か
り
に
勉
強
す
る
し
か
な

い
」
と
い
っ
た
、
よ
ろ
ず
勉
強

会
へ
の
期
待
の
声
が
寄
せ
ら
れ

ま
し
た
。
今
後
取
り
上
げ
る

テ
ー
マ
へ
の
ご
要
望
を
保
険
医

協
会
ま
で
お
聞
か
せ
い
た
だ
け

れ
ば
幸
い
で
す
。

八木邦公氏

郵 便 は が き

2021年3月8日（
当日消印有効）

63円切手を

お貼り下さい

1 5 1 - 0 0 5 3

渋谷区代々木2-5-5
　新宿農協会館５Ｆ

全国保険医団体連合
会

「クイズで考える私
たちの医療」係行

私たちの医療私たちの医療

待 合 室 キ ャ ン ペ ー ン

全国保険医団体連合会
クイズで考える私たちの医療 応募サイト

https://quiz.doc-net.or.jp/
※QRコード読み取りからでもアクセスできます。

昨年11月から「クイズで考
える私たちの医療」運動に取
り組んでおりますが、多くの
会員の皆様にご協力いただ
き、石川県保険医協会集約分の
応募数は1月27日時点で372通
（164機関）となりました。
応募ハガキのご意見欄には、
「75歳以上の医療費窓口負担増
のニュースを見て老親が「これ
以上長生きしたくない！」と心配しています」「ベッド数を減らす計画や歯
科受診が感染症予防になるというのは知らなかったので勉強になりまし
た！」「コロナ禍を経験してもなお病床を減らすというのは納得しがたいで
す」等のコメントをたくさん寄せていただいております。
応募締切は2021年3月8日です。チラシの追加注文は無料で対応いたしま
す。また、下記の特設サイトからも応募できます。

第1部

第2部

第47回定期総会
◆とき 2021年3月14日（日）
◆ところ ホテル金沢 金沢市堀川新町1-1

総会議事
◆13:00～13:45 ◆４階・藤の間
　　　　　　　記念企画
◆14:00～17:00 ◆２階・ダイヤモンド
　　　　　　　第18回原発・いのち・みらいシリーズ講演会

「東京電力福島第一原発事故発生から10年
　原発・いのち・みらい」
◆講　師／ 菅谷  昭さん（松本大学学長／元松本市長）
　　　　 小出  裕章さん（元 京都大学原子炉実験所助教）
　　　　 おしどりマコ・ケンさん（芸人・記者）

※オンラインでのライブ配信も予定しております。
※新型コロナウイルスの感染拡大防止のため予定を変更す

ることがあります。変更内容については、申込者に直接ご
案内するほか、石川県保険医協会のホームページ等でお
知らせします。

※詳細・申し込み方法は同封の案内チラシをご覧ください。

参加費無料
（定員100人）

第
54
回
な
ん
で
も
学
術
！ 

な
ん
で
も
回
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ろ
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」
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1 	新たな補助金「感染拡大防止・医療提供体制確保支援補助金」
感染拡大防止等の支援として、新たな補助金が創設された。石川県では

すでに昨年12月末で申請受付が終了している感染拡大防止等支援金（無床
診療所100万円、有床診療所200万円、病院200万円+ 5 万円×病床数）を
申請した医療機関でも、別に申請できる。

（1）	補助金額（上限）
①　石川県からの指定を受けた診療・検査
医療機関 100万円

②　無床診療所（医科・歯科） 25万円

③　病院・有床診療所 25万円＋5万円×許可病床数

④　「新型コロナウイルス感染症疑い患者
を受け入れる救急・周産期・小児医
療機関体制確保事業｣ による補助を
受けた医療機関

「25万円＋5万円×許可病床数」が「救急・
周産期・小児医療機関体制確保事業」よ
り高い場合は差額分を補助

※①〜④のいずれか 1 つの補助となる。例えば、①と②を合算して125万円の申請はできない。

（2）	対象経費
2020年12月15日から2021年 3 月31日までにかかる新型コロナウイルス感

染症に対応した感染拡大防止対策や診療体制確保等に要する次の経費（従
前から勤務している者及び通常の医療の提供を行う者に係る人件費は除く）。

・ 賃金、報酬、謝金、会議費、旅費、需用費（消耗品費、印刷製本費、
材料費、光熱水費、燃料費、修繕料、医薬材料費）、役務費（通信運
搬費、手数料、保険料）、委託料、使用料及び賃借料、備品購入費

※対象経費は感染拡大防止等支援金と同じ。
※同一の物品等に対して本補助金と他の補助金（感染拡大防止等支援金も

含む）を重複して受けることはできない。
※2021年 4 月 1 日からの経費が対象となる「令和 3 年度実施分」も予定さ

れているが、「令和 2 年度事業（上記2020年12月15日から2021年 3 月31
日が対象の補助金）」を申請した場合は対象外となる。「令和 3 年度実施
分」の詳細は後日改めて示される予定。

（3）	申請方法
厚労省に直接申請を行う（石川県への申請ではない）。以下の厚労省

ホームページより申請書をダウンロードし、必要事項を入力し郵送する。
各医療機関 1 回のみの申請となる。補助金の振込は申請からおおむね 1 カ
月程度の予定である。

●厚労省ホームページ「令和 2 年度新型コロナウイルス感染症感染拡大
防止・医療提供体制確保支援補助金について」

 https：//www.mhlw.go.jp/stf/newpage_16443.html
●送付先
 住所　〒119-0397　銀座郵便局留
 宛名　 厚生労働省 新型コロナウイルス感染症感染拡大防止・医療提

供体制確保支援補助金担当 宛
●提出書類

［申請する経費の支出が全て終わっている場合］
①交付申請書（第５号様式）
②申請書の別紙
③厚生労働省への請求書
④（「診療・検査医療機関（仮称）」の場合のみ）
	「診療・検査医療機関（仮称）」として都道府県から指定を受けたことを証明す
る書類（都道府県の指定通知書等）

⑤申請する経費に係る領収書等の支出額が分かるもの（写し）

［申請する経費の支出が終わっていない場合（概算申請）］
①交付申請書（第３号様式）
②申請書の別紙
③厚生労働省への請求書
④（「診療・検査医療機関（仮称）」の場合のみ）
	「診療・検査医療機関（仮称）」として都道府県から指定を受けたことを証明す
る書類（都道府県の指定通知書等）

※	事後に事業実績報告が必要となるので、領収書等を保管しておく。

（4）	申請締切
2021年 2 月28日（当日消印有効）
上記の申請期限に間に合わない医療機関等への対応は令和 3 年度に実施

される予定である（ 2 月28日までに申請を行った医療機関等は、令和 3 年
度実施分では対象外となる）。また、令和 3 年度実施分では2021年 4 月 1
日からの経費が補助の対象経費となる。詳細は後日改めて示される予定。
（5）	問合せ先

厚生労働省医療提供体制支援補助金コールセンター
電話　0120-336-933（平日 9 ：30〜18：00）

2	 診療報酬の特例
（1）	乳幼児感染予防策加算

12月15日に新設された乳幼児感染予防策加算（医科100点、歯科55点）
について、2021年10月 1 日以降は点数の引き下げを行った上で、特例措
置が継続される予定である。なお、特例措置の終了時期は現時点で示さ
れていない。

2020年12月15日〜2021年9月30日まで
→

2021年10月1日〜

医科100点、歯科55点 医科50点、歯科28点

（2）	基本診療料の加算
12月18日の中医協にて、2021年 4 月〜2021年 9 月末の期間で、初診・

再診等は 1 回あたり 5 点（医科・歯科とも）、入院料は 1 日あたり10点
が加算できる特例措置を講ずることが承認されている（訪問診療料も 5
点加算の対象となる予定）。具体的な取扱いが示され次第、石川県保険
医協会ホームページ「協会ニュース」、『石川保険医新聞』等にてご案内
する。

（3）	新型コロナウイルス感染症患者の転院受け入れで二類感染症患
者入院診療加算（750点）
12月15日の厚労省事務連絡において、新型コロナウイルス感染症から

回復した後、引き続き入院管理が必要な患者を受け入れた医療機関にお
いて、当該患者について、いずれの入院料を算定する場合であっても、
二類感染症患者入院診療加算の100分の300に相当する点数（750点）を
算定できることとされた。なお、算定に当たっては、患者又はその家族
等に対して、その趣旨等について、十分に説明することが要件とされて
いる。

2020年12月15日厚労省事務連絡より抜粋
（問）		 「新型コロナウイルス感染症から回復した」とあるが、転院先医療機関

においては、例えば、再発等がなく、傷病名として「新型コロナウイルス感
染症」として記載されない場合であっても、二類感染症患者入院診療加算の
100分の300に相当する点数（750点）は算定できるか。

（答）		 算定できる。なお、その場合、新型コロナウイルス感染症から回復した患
者である旨、診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

上記厚労省ホームページよりダウンロード｝

左記厚労省ホームページよりダウンロード｝

新たな感染拡大防止補助金と診療報酬の特例
第三次補正予算

2021年2021年
新介護報酬検討会
2021年4月の介護報酬改定の中から医療機関に関わりのある医療系介護サービス
（居宅療養管理指導、訪問看護、訪問・通所リハビリ、介護医療院、介護療養型
医療施設など）の改定内容の解説・検討を行う新介護報酬検討会を開催します。

参加費 会員分は参加費無料（テキスト付）
会員数以上参加の場合は、
１人3,000円（テキスト代含む）
例）会員医師が１人いる医療機関で
３人参加→１人分無料・２人分の
参加費（6,000円）が必要

対　象 会員、スタッフ、ご家族
テキスト 『医療系介護報酬改定のポイント』

　（定価5,000円、会員価格3,000円）
申込締切 3月25日（木）※詳細・申し込みは同封の案内チラシをご覧ください。

2021年
4月4日（日） 10:00～12:00

とき

石川県地場産業振興センター
本館１階・大ホール

ところ

2021年2月4日作成
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コ
ロ
ナ
禍
で
従
前
の

社
会
シ
ス
テ
ム
は
軋

み
、
悲
鳴
を
あ
げ
て
い

る
。
こ
の
非
常
事
態
に

対
し
、
今
あ
る
体
制
の

わ
ず
か
な
補
強
や
改
善

で
対
処
で
き
る
と
見
誤
り
、「
個
々

人
の
良
識
あ
る
行
動
」
ば
か
り
呼
び

か
け
て
も
、
社
会
の
安
全
性
の
向
上

は
得
ら
れ
な
い
。
安
全
性
の
担
保
な

し
で
の
経
済
活
動
の
推
進
は
、
さ
ら

な
る
感
染
者
の
増
加
を
招
き
、
か
と

い
っ
て
ブ
レ
ー
キ
だ
け
で
は
、
生
活

困
窮
者
は
増
す
ば
か
り
だ
。

昨
年
10
月
初
旬
の
東
京
の
実
行
再

生
産
数
は
、
Ｇ
ｏ
Ｔ
ｏ
キ
ャ
ン
ペ
ー

ン
あ
た
り
か
ら
１
を
上
回
り
始
め
、

感
染
拡
大
を
招
き
、
現
在
の
緊
急
事

態
に
ま
で
至
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。

一
方
、
雇
い
止
め
な
ど
で
職
を
失
っ

た
方
が
昨
年
末
で
８
万
人
以
上
い
る

と
も
い
わ
れ
、
さ
ら
に
給
付
金
の
効

果
が
薄
れ
た
昨
年
７
月
頃
か
ら
、
自

殺
者
数
が
前
年
と
比
べ
増
加
し
て
し

ま
っ
て
い
る
。
日
経
平
均
株
価
は
高

い
が
、
Ｐ
Ｍ
Ｉ
（
購
買
担
当
者
景
気

指
数
）
は
、
製
造
業
、
サ
ー
ビ
ス
業

と
も
昨
年
２
月
か
ら
ず
っ
と
50
％
を

割
り
込
み
、
実
体
経
済
と
乖
離
し
て

い
る
。
税
収
は
落
ち
込
み
、
多
額
の

赤
字
国
債
の
増
発
は
将
来
の
社
会
不

安
を
予
感
さ
せ
る
。

も
は
や
コ
レ
し
か
な
い
と
、
ワ
ク

チ
ン
へ
の
期
待
ば
か
り
が
高
ま
っ
て

い
る
の
だ
が
、
こ
れ
ま
で
１
年
近
く

も
時
間
が
あ
っ
た
の
だ
。
政
府
は
コ

ロ
ナ
禍
に
対
し
て
、
も
っ
と
安
全
性

の
高
い
強
靭
な
社
会
を
作
る
た
め
の

シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
実
行
に
注
力
す

べ
き
で
は
な
か
っ
た
だ
ろ
う
か
。
検

疫
、
検
査
体
制
に
医
療
、
防
疫
体

制
。
徹
底
、
集
中
と
効
率
化
、
そ
の

た
め
の
シ
ス
テ
ム
。
人
、
物
、
カ
ネ

の
配
分
と
必
要
な
法
整
備
。
政
府
が

な
す
べ
き
事
は
山
ほ
ど
あ
っ
た
は
ず

だ
が
、
今
日
ま
で
一
体
何
を
し
て
き

た
と
い
う
の
だ
ろ
う
。

例
え
ば
、
接
触
確
認
ア
プ
リ
Ｃ
Ｏ

Ｃ
Ｏ
Ａ
が
あ
る
が
、
感
染
リ
ス
ク
を

知
ら
せ
る
メ
ー
ル
が
届
い
て
も
、
保

健
所
や
医
療
機
関
へ
の
連
絡
、
対
応

は
メ
ー
ル
を
受
け
た
個
々
人
に
任
さ

れ
、
ま
た
安
全
で
あ
る
こ
と
の
証
明

に
利
用
さ
れ
る
よ
う
に
も
な
っ
て
い

な
い
。
ま
た
、
自
身
に
症
状
が
出
て

感
染
が
判
明
し
た
と
し
て
も
、
実
際

に
通
知
し
な
け
れ
ば
、
そ
も
そ
も
起

動
は
し
な
い
。
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査
を
実
施

し
て
く
れ
る
医
療
機
関
が
少
な
い
と

も
聞
く
が
、
唾
液
で
の
Ｐ
Ｃ
Ｒ
検
査

な
ら
歯
科
医
院
に
で
も
で
き
る
は
ず

だ
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
話
は
聞

い
た
こ
と
も
な
い
。

こ
の
パ
ン
デ
ミ
ッ
ク
に
対
す
る
社

会
の
安
全
性
の
向
上
を
確
立
す
る
こ

と
こ
そ
が
、
ひ
い
て
は
経
済
活
動
の

再
開
、
活
性
化
（
デ
ジ
タ
ル
化
の
推

進
に
よ
る
）
に
も
繋
が
る
。
コ
ロ
ナ
後

の
社
会
の
た
め
に
も
、
安
全
で
強
靭

な
社
会
の
構
築
を
政
府
に
求
め
た
い
。

2021年 1 月18日付で厚労省より事務連絡「令和 3 年度における指
導監査等について」が発出された。現状、新型コロナウイルス感染
症の収束が見込めず、2021年度の指導・監査の実施についてもイレ
ギュラーな対応となる見込みである。実施にあたっては各厚生局に
おいて関係団体と調整の上行われる。以下、厚労省事務連絡より抜
粋し掲載する。

（1）	集団指導（指定時、更新時、登録時、改定時）
実施する（資料配付、動画配信も可）。

（2）	集団的個別指導
実施する（資料配付、動画配信も可）。
ただし、令和 4 年度も引き続き高点数であった保険医療機関等

に対して令和 5 年度における高点数を理由とする個別指導は実施
しない。

（3）	個別指導
実施する。
ただし、高点数の保険医療機関等に対する個別指導は実施し

ない。
病院に対しては緊急を要する場合のみとし、実施する場合は原

則院外で行う。
（4）	新規個別指導

令和 2 年度未実施分も含めて、全て実施する。
病院に対して実施する場合は原則院外で行う。

（5）	監査
実施する。
病院に対しては緊急を要する場合のみとし、実施する場合は原

則院外で行う。
（6）	適時調査

実地での調査は原則中止する。
令和 3 年度においては、病院による届出施設基準の自主点検を

行わせることで実施とみなす。
コロナ収束後の適時調査において、返還事案が発生した場合の

遡及は、原則当該自主点検を行った時点までとする。

2021年度の指導・監査の
実施方針が示される

政府は、今国会に75歳以上の医療費窓口負担 ２ 割導入を含む
負担増法案を提出する予定です。対象は年収200万円以上（単身
世帯の場合）で約370万人に影響が及びます。

高齢になるほど収入が減少する一方、疾病を多く抱えます。75
歳以上の高齢者の年齢に対する窓口負担額の割合は、原則 1 割負
担の今でも現役世代（30〜50歳代）に比べて 2 〜 6 倍にもなりま
す。さらに新型コロナウイルス感染症の影響で経済状況が不安定
なこのような時に、窓口負担を引き上げるのは、受診控えに追い
打ちをかける政策です。

法案はまだ成立していません。保団連はじめ全国の保険医協会
では75歳以上の窓口負担 2 割導入を阻止するべく、署名運動を行
います。会員の皆さまには 2 月25日に署名用紙をお送りします。
院長先生の １ 筆のみでも構いませんので、ぜひご返送ください。
さらに患者さん、スタッフの皆さまにもご協力をお願いできまし
たら幸いです。

署名用紙は 2月25日にお送りします

今通常国会に法案提出

75歳以上の医療費窓口負担2割導入阻止
署名にご協力をお願いします

安
全
で
強
靭
な

�

社
会
の
構
築
を

コ
ロ
ナ
後
の
た
め
に
も

新年号
クロスワード
パズルの
答えとお礼

新年号
クロスワード
パズルの
答えとお礼

新年号
クロスワード
パズルの
答えとお礼

新年号
クロスワード
パズルの
答えとお礼
答え　オセチリョウリ

多数のご応募ありがとうござ

いました。厳正な抽選を行い、

５人の方に図書カードをお送り

しました。

（編集部）
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２
０
２
１
年
１
月
22
日
、
核

兵
器
禁
止
条
約
（
以
下
、
核
禁

条
約
）
が
発
効
し
、
核
兵
器
全

廃
を
希
求
す
る
全
世
界
の
人
た

ち
に
と
っ
て
記
念
す
べ
き
日
と

な
っ
た
。
こ
の
条
約
の
前
文
に

は
、「hibakusha

が
受
け
た

容
認
し
が
た
い
苦
痛
と
悲
し
み

を
忘
れ
る
こ
と
の
な
い
よ
う

に
」
と
、
そ
し
て
前
文
の
結
び

に
「hibakusha

が
行
っ
て
い

る
努
力
を
認
識
し
て
」
と
あ

り
、hibakusha

に
寄
り
添
お

う
と
い
う
強
い
思
い
が
伝
わ
っ

て
く
る
。
唯
一
の
被
爆
国
で
あ

り
な
が
ら
日
本
は
未
だ
批
准
し

て
お
ら
ず
、
初
会
合
へ
の
オ
ブ

ザ
ー
バ
ー
と
し
て
の
参
加
す
ら

拒
否
し
て
い
る
。

さ
て
、
ど
う
し
た
ら
こ
の
よ

う
な
状
態
を
打
破
で
き
る
の
だ

ろ
う
か
。

す
べ
て
の
国
に
条
約
参
加

を
求
め
、
昨
年
12
月
末
に
終

了
し
た
「
ヒ
バ

ク
シ
ャ
国
際
署

名
」
に
は
国
内
外

か
ら
１
３
７
０
万 

２
３
４
５
筆
が
寄

せ
ら
れ
た
。
日
本

国
内
で
は
、
核
禁

条
約
へ
の
参
加
を

求
め
る
意
見
書
決

議
は
２
０
２
１
年

２
月
２
日
現
在

１
７
７
８
の
自
治

体
の
う
ち
５
３
１

議
会
で
採
択
さ
れ

て
い
る
。
新
た
に
始
ま
っ
た
署

名
活
動
に
み
ん
な
で
参
加
し
よ

う
（
左
記
案
内
参
照
）。
居
住

し
て
い
る
自
治
体
が
ま
だ
意
見

書
を
出
し
て
い
な
け
れ
ば
、
議

員
さ
ん
に
働
き
か
け
よ
う
。
そ

れ
で
も
日
本
政
府
が
こ
の
条
約

に
参
加
し
よ
う
と
し
な
け
れ

ば
、ICA

N

事
務
局
長
ベ
ア
ト

リ
ス
・
フ
ィ
ン
さ
ん
が
主
張
す

る
よ
う
に
「
核
禁
条
約
に
参
加

し
な
い
な
ら
投
票
し
な
い
」
と

政
治
家
に
迫
ろ
う
。
来
年
の
９

月
ま
で
に
は
衆
議
院
議
員
選
挙

が
あ
る
の
で
、
み
ん
な
で
投
票

に
行
こ
う
。
２
０
２
０
年
６
月

〜
７
月
に
行
っ
た
世
論
調
査

で
、
日
本
は
核
禁
条
約
に
「
参

加
す
べ
き
だ
」
と
答
え
た
人
は

72
％
に
上
っ
て
い
る
の
で
、
国

会
で
核
禁
条
約
賛
成
派
が
多
数

に
な
る
は
ず
だ
。

さ
て
、
こ
こ
か
ら
が
私
の
初

夢
で
す
。

ま
ず
ア
メ
リ
カ
に
「
こ
の

条
約
に
参
加
さ
せ
て
く
だ
さ

い
。
日
本
は
戦
争
放
棄
と
い
う

平
和
憲
法
を
持
ち
、
非
核
三
原

則
を
堅
持
し
、
唯
一
の
被
爆
国

で
す
か
ら
」
と
、
粘
り
強
く
懇

願
。
オ
バ
マ
政
権
の
理
念
「
核

な
き
世
界
」
を
継
承
す
る
と
表

明
し
て
い
る
バ
イ
デ
ン
新
大
統

領
は
、
そ
れ
も
そ
う
だ
と
Ｏ

Ｋ
。
核
禁
条
約
に
参
加
す
る
こ

と
に
よ
っ
て
、
日
本
は
め
で
た

く
「
ア
メ
リ
カ
の
51
番
目
の
属

州
」
か
ら
真
の
独
立
国
に
な
る

第
一
歩
を
踏
み
出
す
。
そ
し
て

核
の
傘
の
下
に
あ
る
西
側
諸
国

な
ど
も
雪
崩
を
打
っ
て
参
加

へ
。
一
方
、「
日
本
は
核
を
保

有
し
な
い
」
と
明
言
し
た
ら
、

嘘
か
真
か
中
国
・
ロ
シ
ア
・
北

朝
鮮
と
も
胸
襟
を
開
い
て
対
話

で
き
る
よ
う
に
。
そ
し
て
隣
人

で
あ
る
韓
国
に
も
核
禁
条
約
参

加
を
促
し
て
、
最
も
親
し
い
国

へ
…
。
と
い
う
と
こ
ろ
で
目
が

覚
め
た
。

核
兵
器
の
終
わ
り
の
始
ま
り 
─ 
核
兵
器
を
包
括
的
に

違
法
化
す
る
核
兵
器
禁
止
条
約
が
、
今
年
１
月
22
日
、
つ
い

に
発
効
し
た
。
核
兵
器
廃
絶
に
向
け
た
歴
史
的
な
前
進
で
あ

る
。
保
団
連
「
開
業
医
宣
言
」
第
10
項
で
謳
う
「
核
戦
争
の

防
止
と
核
兵
器
廃
絶
が
現
代
に
生
き
る
医
師
の
社
会
的
責

任
」
に
賛
同
し
、
取
り
組
み
を
進
め
て
き
た
石
川
県
保
険
医

協
会
も
条
約
発
効
を
心
よ
り
歓
迎
す
る
。

 

以
下
に
、
当
協
会
理
事
で
、
保
団
連
非
核
・
平
和
部
員

で
も
あ
る
大
浜
和
憲
先
生
の
寄
稿
を
掲
載
す
る
。

日本政府に
核兵器禁止条約の署名・批准を
求める署名にご協力ください
条約の実効性を高めるためには、核保有国や日本
をはじめとするその同盟国による条約加盟が欠かせ
ません。石川県保険医協会で
は、新たに始まった「唯一の戦
争被爆国日本政府に核兵器禁止
条約の署名・批准を求める署
名」の取り組みを開始しま
す。2月1 5日に署名をお送り
します。会員の先生方のご協
力をぜひお願いいたします。

石川県原爆被災者友の会や原水爆禁止石川県協議
会など県内在住の被爆者らが日本政府に条約への
参加を訴えた（1月22日・エムザ前）

政府・与党は、現在開催されている通常国会において、「感染症の予防
及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下、「感染症法」）の改正
法案を上程する準備を進めている。マスコミ報道等によれば、この法改正
により、新型コロナウイルス感染者が入院措置を拒否した場合等において
刑事罰を科すことや、行政から新型コロナウイルス感染者の病床確保の

「勧告」を受けた病院がそれに応じない場合には医療機関名を公表するこ
と、などが検討されている。

新型コロナウイルス感染拡大への対応として、そもそも行政には何が
求められるか。それは本当の意味での人権保障アプローチの徹底である。
2020 年 4 月 23 日、国連は事務総長名で加盟各国に対してコロナ禍におけ
る「政策概要」を発表した。そこでは、「社会の中で脆弱な立場におかれ
ている人々に対する人権侵害を懸念し、人権保障を徹底することでこそコ
ロナ危機を克服でき、終息後にはより包摂的な持続可能な社会をつくるこ
とができる」と強調されている。我々は、この理念こそがコロナ危機に立
ち向かう行政の在り方のベースになくてはならないと確信している。

感染症法はその基本理念において、「感染症の患者等が置かれている状
況を深く認識し、これらの者の人権を尊重」する旨がうたわれており、こ
れは同法前文にもある通り、ハンセン病患者に対する絶対強制隔離政策な
どの過去の反省の上に立ち、もう二度と人権侵害を繰り返さないという
強い決意のもと制定されたものである。罰則を伴う強制は、この基本理念
とは合致しない。むしろ、罰則をおそれて国民が検査を忌避することにな
れば、国民の主体的な参加による感染制御が妨げられることになる。そし

て、罰則を背景にした「国民相互監視」状態の下で、国民に恐怖や不安を
惹起し、感染者に対する偏見・差別を助長することにつながる。いま政府
が追及すべきは、感染症法の目的である「感染者に対する良質かつ適切な
医療の提供の確保」であり、医療提供体制を崩壊させない手立てである。

いま、コロナ禍のもとで、この間の政府による社会保障施策の問題点が
浮き彫りになっている。財政赤字解消のための医療保険給付削減策は、医
療提供体制にも大きな影響を与えた。度重なる診療報酬の実質的引下げに
より医療現場は疲弊の度を深め、また、地域医療構想による急性期病床削
減のための病院統廃合計画は地域医療に大きな影を落としている。コロナ
禍前夜の地域の中小医療機関の多くは、このような困難を抱えながらも、
かかりつけの患者さんの日常診療を維持することで、地域医療を支える役
割を果たしてきた。いま政府は、新型コロナウイルス感染患者の受け入れ
勧告に応じない病院に対してその名前を公表するという強権策の導入を企
図しているが、これは、この間の医療提供体制脆弱化の責任を医療機関に
転嫁するものであると言わざるを得ない。感染拡大防止のためには、何よ
りも人権としての国民の受療権の徹底的な保障が必要であり、公的医療費
削減施策の転換と地域医療を支える医療機関に対する更なる支援の充実こ
そが求められている。

政府には、患者・国民・医療機関に対する強権的・強制的な施策により、
自らの社会保障施策の誤りを覆い隠すのではなく、人権保障施策の徹底と
いう原則的立場から、新型コロナウイルス感染拡大防止対策を実効あるも
のにするよう、強く要請するものである。

理
事
　
大
浜
　
和
憲
（
白
山
市
・
小
児
外
科
）
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会長声明  感染症法改正による政府の強権的・強制的施策の撤回を求める
 石川県保険医協会
 会長　三 宅　 靖

今通常国会に提出された感染症法改正案に対する会長声明を1月20日に内閣総理大臣・厚生労働大臣あてに送付した。以下、
全文を掲載する。
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NHK金沢放送局（以下、金沢放送局）は昨年 4
月15日に開局90周年を迎えた。記念の特別番組やイ
ベントのキャンペーンが今も続いている。開局時の
1930年は満州事変勃発の前年、日中戦争と戦時体制
の始まりに向かう時期だ。第九師団司令部がある関
係から北陸 3 県ではいち早い開局だった。

NHKは10年ごとに記念行事を実施しているが、
戦前の開局日から今日まで一体であるかのように見
せるのは強い違和感がある。戦前は社団法人・日本
放送協会、戦後は特殊法人・日本放送協会と全くの
別法人だ。NHKの略称も戦後のこと。名称も同じ

で社団法人時
代の財産と社
員を引き継い
だために、内
部では断絶よ
り連続性の意
識が強いのだ
ろう。

新生NHKに
なった理由は、
戦前に国策放
送局として国
民を戦争遂行
に導く役割を
担った深い反
省からだ。戦

後は放送法（1950年施行）によりNHKは公共放送
の性格が付与され、日本と世界の民主主義の発展に
寄与する役割を担う存在となった。

社団法人時代に報道部副部長だった柳澤恭雄さん
（故人）は、大本営発表を強いられた反省からNHK
では「自主取材によるジャーナリスト」が必要と放
送記者の育成を図った。生前の柳澤さんに面談した
折、「記者は権力のお先棒を担ぐな。何のため誰の
ために報道するのか考えよ」と強調していた。

金沢放送局の90周年特別番組には、戦前の戦争責
任への反省はみじんも見られない。今回、『記憶の
灯り　希望の宙へ』を執筆するなかで興味深い資料
に出会った。同じ編集委員の佐藤公男さん所有の

『時局青年讀本』、國民精神總動員資料第九輯として
石川県社会教育課が1939年 4 月に発行したものだ。
その「はしがき」には、県と金沢放送局共同主催の
もとに「時局青年講座」として金沢放送局から30分
の連続番組が放送され、講話の原稿を集録したもの
だと記してある。「興亜の大業の青年の覚悟」「大和
民族の大陸移動」「青年と国防訓練」「青少年勤労奉
仕の意義」「女性と戦時生活の刷新」など14のタイ
トルが見られる。講師は県の部課長クラス、第九師
団陸軍少尉、宗教者などだ。第一講担当の県学務部
長は金沢放送局への敬意を表したあと、「講座の時
間には必ずラジオのスイッチを入れて、時局下に於
ける青年として行くべき途を、しっかり認識して貰
い度」と述べている。

この一つの
例でも、ラジ
オを使って青
年たちを総動
員体制に巻き
込み無益な死
に追いやった
事実は消せな
い。 昨 年12月
21日、金沢放
送局のローカ
ル番組『かがのとイブニング』は「金沢放送局の歴
史!ラジオの時代」を放送したが、このような事実
は素通りだった。90年にわたる金沢放送局の社屋や
スタジオ、マイクの変遷を紹介して無邪気にはしゃ
ぐ番組は、断絶がなかったかのような歴史認識を露
呈している。これでは権力を監視する公共放送には
ならない。先輩柳澤さんの教訓を生かして、戦争を
止める放送の役割を認識しなければならない時代に
あるのだから。

日本国憲法第 9条 1項
日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を

誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による
威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段
としては、永久にこれを放棄する。

戦争の面影が残る建物・場所が石川県内にも多く残されています。戦争は遠い昔の出来事で
なく、現在と地続きの出来事だと感じられます。2020年 8 月に石川県の戦争遺産を収録した

『記憶の灯
あか

り　希望の宙
そら

へ　いしかわの戦争と平和』が発刊され、執筆者の皆さんにリレー形式
でご寄稿いただきます。

「
日
本
の
伝
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と
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る
も
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は
本
当
に
「
昔
」
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〈シリーズ〉憲法を生きる㉛
ＮＨＫ金沢放送局の
歴史認識

須藤　春夫 法政大学社会学部名誉教授

NHK金沢放送局

時局青年讀本

NHK金沢放送局のベリカード

石川県保険医協会
ホームページ

http://ishikawahokeni.jp/
診療報酬改定、新型コロナ開業医向け支援制度、
出版物、講演会など役立つ情報を随時更新中！

「日本の伝統」の正体
藤井　青銅（新潮文庫、590円＋税）

新刊文庫の甘～い誘い
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非正規労働者と正規労働者の待遇差を巡る訴訟においては、
2018年の 2 件の最高裁判決に引き続いて、昨年10月に 5 件の最
高裁判決が出ました。近年にない大きな労働法制の変化とし
て、事業規模に関わらず、全ての医療機関が注目する必要があ
ります。ただ、この判決は、過去の個別事案への判決ですの
で、2021年 4 月 1 日より施行適用されるパートタイム・有期雇
用労働法並びに付帯する「同一労働同一賃金ガイドライン」に
基づく待遇差是正を進める必要があります（大企業は2020年 4
月 1 日施行ですが、中小企業は2021年 4 月 1 日より適用となり
ます）。

全体を網羅する解説を行いたいのですが、広範囲な内容にな
るため本稿だけでは難しいので、今回はポイントのポイントを
ご案内します。疑問点については社会保険労務士等にご相談く
ださい。
★  第 1 に、既存の就業規則・賃金規程等の総点検が必要です。

就業規則がない医院は、職員10人未満であっても、この機会
に作成してください。

★  第 2 に、不合理な待遇差の有無は、個々の待遇ごとに、そ
の待遇の性質・目的に照らして適切と認められる事情を考慮
して判断される旨が明確にされました。また、有期雇用・短
時間職員に、正職員との「均等待遇」の確保が義務化されま
した。

★  第 3 に、有期雇用・短時間職員からの求めがあった場合には、事業主は有
期雇用・短時間職員に対して、正職員との間の待遇の相違点、その理由につ
いて説明することが義務化されました。説明は、口頭及び説明用資料によっ
て行う必要があります。職員から待遇の相違点について聞かれた時に備え
て、説明用資料の準備をしておくことをお勧めいたします。

不合理な待遇差の禁止等に関するガイドラインのポイント
【基本給】基本給について、通常の職員と有期雇用・短時間職員共に、能力・
経験・業績・成果・勤続年数等の決定要素が適用されている場合、適用されて
いる決定要素（例えば能力）に応じた基本給（職能給部分）については、通常
の職員と有期雇用・短時間職員で、その決定要素が同じ場合には同一の、違い

がある場合には、その違いに応じた基本給を支給しなければなりません。
言い換えれば、同じ診療科で同じ職能レベルの看護業務についている場合に

は、同一水準の賃金を支給しなければならないということです。
【賞与】賞与について、通常の職員と有期雇用・短時間職員共に、企業の業績
等への職員の貢献に応じて支給される場合、貢献に応じて支給される部分につ
いては、通常の職員と同一の貢献である有期雇用・短時間職員には、通常の職
員と同一の、貢献に違いがある場合には、その違いに応じた支給を行わなけれ
ばなりません。

そのため、貢献度を測り、賞与に反映させたい場合は、人事評価制度の導入
についても検討する必要があります。
※  退職金、諸手当についても、同様に、職員に説明ができ、納得が得られる

ものでなくては、将来、労使紛争を惹起する大きな要因となります。

① 基本給
• 基本給が、労働者の能力又は経験に応じて支払うもの、業
績又は成果に応じて支払うもの、勤続年数に応じて支払うも
のなど、その趣旨・性格が様々である現実を認めた上で、そ
れぞれの趣旨・性格に照らして、実態に違いがなければ同一
の、違いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

• 昇給であって、労働者の勤続による能力の向上に応じて行う
ものについては、同一の能力の向上には同一の、違いがあれ
ば違いに応じた昇給を行わなければならない。

③ 各種手当
• 役職手当であって、役職の内容に対して支給するものについては、
同一の内容の役職には同一の、違いがあれば違いに応じた支給
を行わなければならない。

• そのほか、業務の危険度又は作業環境に応じて支給される特殊
作業手当、交替制勤務などに応じて支給される特殊勤務手当、
業務の内容が同一の場合の精皆勤手当、正社員の所定労働
時間を超えて同一の時間外労働を行った場合に支給される時
間外労働手当の割増率、深夜・休日労働を行った場合に支給
される深夜・休日労働手当の割増率、通勤手当・出張旅費、
労働時間の途中に食事のための休憩時間がある際の食事手当、
同一の支給要件を満たす場合の単身赴任手当、特定の地域で
働く労働者に対する補償として支給する地域手当等については、
同一の支給を行わなければならない。

＜正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で賃金の決定基準・ルールの相違がある場合＞
• 正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者との間で賃金に相違がある場合において、その要因として賃金の決定基準・ルールの
違いがあるときは、「正社員とパートタイム労働者・有期雇用労働者は将来の役割期待が異なるため、賃金の決定基準・ルールが
異なる」という主観的・抽象的説明ではなく、賃金の決定基準・ルールの相違は、職務内容、職務内容・配置の変更範囲、その他
の事情の客観的・具体的な実態に照らして、不合理なものであってはならない。
＜定年後に継続雇用された有期雇用労働者の取扱い＞

• 定年後に継続雇用された有期雇用労働者についても、パートタイム・有期雇用労働法が適用される。有期雇用労働者が定年後
に継続雇用された者であることは、待遇差が不合理であるか否かの判断に当たり、その他の事情として考慮されうる。様々な事情
が総合的に考慮されて、待遇差が不合理であるか否かが判断される。したがって、定年後に継続雇用された者であることのみをもって
直ちに待遇差が不合理ではないと認められるものではない。

「同一労働同一賃金ガイドライン」の概要②
（短時間・有期雇用労働者及び派遣労働者に対する不合理な待遇の禁止等に関する指針）

② 賞与
• ボーナス（賞与）であって、会社の業績等への労働者の貢献
に応じて支給するものについては、同一の貢献には同一の、違
いがあれば違いに応じた支給を行わなければならない。

パートタイム労働者・有期雇用労働者（１）

医療機関で必要な「不合理な待遇差の是正」への対応
2021年4月施行（中小企業） パートタイム・有期雇用労働法

特定社会保険労務士　栄　重光（社会保険労務士法人ウィズ）

石川県保険医協会
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［体裁］Ｂ５判、24ページ、カラー
［発行］石川県保険医協会／2020年5月
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物アレルギーや食具の使用時期（目
安）のわかりやすい解説を加えた改訂版
です。
●会員価格は150円（全国の保険医協会・医
会の会員も同価格）。100冊以上ご注文い
ただく場合、特価（1冊あたり100円）で販
売します。
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■注文は石川県保険医協会まで
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明日の医療を考える

特集／経営対策シリーズ2021保険医の経営と税務確定申告・医業経営改善のために

TEL（076）222-5373  FAX（076）231-5156
E-mail：ishikawa-hok@doc-net.or.jp

石川県保険医協会

━確定申告・医業経営改善
　のために━

保険医の
経営と税務

確定申告の時期が近づいてきました。保団
連が確定申告や日常の経営税務対策のため
に毎年発行しているテキスト「保険医の経営
と税務」の2021年版が発行されました。 

となります。同封の案内チラシよりお申し込みください（無料分１冊の
みご希望の方もご注文ください）。

会員は１冊無料、２冊目からは会員価格（1,000円）
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厚労省「同一労働同一賃金ガイドラインの概要」より
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犀
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大
橋
か
ら
片
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側

を
川
沿
い
に
下
流
方
向
へ
歩

い
て
い
く
と
、
黄
色
の
割
烹

着
で
有
名
な
ご
主
人
が
い
る

「
割
烹
た
け
し
」
が
あ
り
ま

す
。
店
に
入
る
と
、
中
に
は

部
屋
が
た
く
さ
ん
あ
り
、
コ

ロ
ナ
感
染
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防
の
た
め
に
個

室
を
用
意
し
て
く
れ
ま
し
た
。

料
理
は
素
材
の
味
を
大
事

に
し
た
も
の
が
多
く
、
和
食

な
の
で
す
が
、
毎
回
オ
リ
ジ

ナ
ル
の
趣
向
が
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ら
さ
れ
た

た
多
彩
な
料
理
が
食
べ
ら
れ

ま
す
。
今
回
は
、
ご
主
人
の

独
特
の
文
字
で
書
か
れ
た
お

品
書
き
の
よ
う
に
、
香
箱
が

に
や
鱈
な
ど
冬
の
旬
の
素
材

を
活
か
し
た
御
料
理
を
お
手

頃
な
値
段
で
い
た
だ
く
こ
と

が
で
き
ま
し
た
。

料
理
が
終
わ
っ
た
こ
ろ

に
、
ご
主
人
や
女
将
さ
ん
が

部
屋
ま
で
あ
い
さ
つ
に
来
ら

れ
、
楽
し
い
雰
囲
気
に
さ
せ

て
く
れ
る
の
も
魅
力
で
す
。

そ
し
て
、
ト
イ
レ
に
は
、
ご

主
人
の
ご
家
族
の
話
が
お
も

し
ろ
く
書
か
れ
た
紙
が
貼
ら

れ
て
い
る
の
で
、
つ
い
つ
い

読
ん
で
し
ま
い
ま
す
。

毎
回
、
そ
の
季
節
の
味
を

楽
し
む
こ
と
が
で
き
、
と
て

も
ア
ッ
ト
ホ
ー
ム
な
雰
囲

気
で
食
事
が
で
き
る
お
店

で
す
。

コレコレ旨
ウマウマ

お気に入りの
食べどころ

割
烹
た
け
し

9軒目

黄
色
の
割
烹
着
と
季
節
の
味

牛
村

　繁
（
白
山
市
・
眼
科
）

会員の皆さまのお気に入りの食べどこ
ろの投稿を募集しています。原稿は400
字程度、写真も一緒にお送りください。
（編集部）

メール	 ishikawa-hok@doc-net.or.jp
F A X	 076-231-5156

お品書き

鱈オランダ、鱈子あんかけ

香箱がに

団　体　名 電話番号 【FAX 番号】 〒
所　在　地

北海道保険医会 011-231-6281【231-6283】 060-0042 札幌市中央区大通西6-6　北海道医師会館3F青森県保険医協会 017-722-5483【774-1326】 030-0823 青森市橋本3-15-5　青森県保険医会館内
岩手県保険医協会 019-651-7341【651-7374】 020-0034 盛岡市盛岡駅前通り15-19　盛岡富国生命ビル8F
宮城県保険医協会 022-265-1667【265-0576】 980-0014 仙台市青葉区本町2-1-29仙台本町ホンマビル4F
秋田県保険医協会 018-832-1651【833-6880】 010-0001 秋田市中通2-2-21　秋田ﾌｺｸ生命ビル2F
山形県保険医協会 023-642-2838【642-2839】 990-0043 山形市本町2-1-2　富国生命ビル2F
福島県保険医協会 024-531-1151【531-1153】 960-8252 福島市御山字中屋敷96番地　福島県保険医会館茨城県保険医協会 029-823-7930【822-1341】 300-0038 土浦市大町12-31
栃木県保険医協会 028-622-0083【627-0648】 320-0017 宇都宮市戸祭台29-17　
群馬県保険医協会 027-220-1125【220-1126】 371-0023 前橋市本町2-15-10　前橋フコク生命ビル8F
埼玉県保険医協会 048-824-7130【824-7547】 330-0074 さいたま市浦和区北浦和4-2-2　アンリツビル5F
千葉県保険医協会 043-248-1617【245-1777】 260-0031 千葉市中央区新千葉2-7-2　大宗センタービル4F
東京保険医協会 03-5339-3601【5339-3449】 160-0023 新宿区西新宿3-2-7　KDX新宿ビル4F
〃 三多摩分室 042-325-1351【325-1802】 185-0021 国分寺市南町3-25-9　カメダビル4F

東京歯科保険医協会 03-3205-2999【3209-9918】 169-0075 新宿区高田馬場1-29-8　いちご高田馬場ビル6F
神奈川県保険医協会 045-313-2111【313-2113】 221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2　TSプラザビル2F
山梨県保険医協会 055-227-5434【227-5435】 400-0862 甲府市朝気1-3 ｰ 26新潟県保険医会 025-241-8625【241-4959】 950-0865 新潟市中央区本馬越2-17-5
富山県保険医協会 076-442-8000【442-3033】 930-0004 富山市桜橋通り6-13　フコクビル11F
石川県保険医協会 076-222-5373【231-5156】 920-0902 金沢市尾張町2-8-23　太陽生命金沢ビル8F
福井県保険医協会 0776-21-1660【21-1649】 910-0038 福井市三ツ屋2-704-1　
長野県保険医協会 026-226-0086【226-8698】 380-0928 長野市若里1-5-26　長野県保険医会館岐阜県保険医協会 058-267-0711【267-0712】 500-8844 岐阜市吉野町6-14　大樹生命岐阜駅前ビル6F
静岡県保険医協会 054-281-6845【281-7473】 422-8067 静岡市駿河区南町18-1　サウスポット静岡8F
愛知県保険医協会 052-832-1345【834-3512】 466-8655 名古屋市昭和区妙見町19-2　愛知県保険医会館内
三重県保険医協会 059-225-1071【225-1088】 514-0062 津市観音寺町429-13　滋賀県保険医協会 077-522-1152【525-3093】 520-0047 大津市浜大津2-1-36　大津フコク生命ビル8F
京都府保険医協会 075-212-8877【212-0707】 604-8162 京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町637 インターワンプレイス烏丸6F
京都府歯科保険医協会 075-746-7680【746-4711】 604-8106 京都市中京区堺町通御池下る丸木材木町670番地1 吉岡御池ビル2F
大阪府保険医協会 06-6568-7721【6568-2389】 556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-33　大阪府保険医会館内1F
大阪府歯科保険医協会 06-6568-7731【6568-0564】 556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-33　大阪府保険医会館内3F
兵庫県保険医協会 078-393-1801【393-1802】 650-0024 神戸市中央区海岸通1-2-31　神戸フコク生命海岸通ビル5F

奈良県保険医協会 0742-33-2553【34-9644】 630-8013 奈良市三条大路2-1-10
和歌山県保険医協会 073-436-3766【436-4827】 640-8157 和歌山市八番丁11番地　日本生命和歌山八番丁ビル8F鳥取県保険医協会 0859-24-3063【24-3066】 683-0853 米子市両三柳877-1　鳥取県保険医会館
島根県保険医協会 0852-25-6250【27-5724】 690-0044 松江市浜乃木4-4-1　久谷ビル1F
岡山県保険医協会 086-277-3307【277-3371】 703-8266 岡山市中区湊487-1　
広島県保険医協会 082-262-5424【262-5427】 732-0825 広島市南区金屋町2-15KDX広島ビル4F
山口県保険医協会 083-973-9630【974-5900】 754-0026 山口市小郡栄町1-2　山口県保険医会館内徳島県保険医協会 088-626-1221【623-6754】 770-0847 徳島市幸町1-44　徳島フコク生命ビル5F
香川県保険医協会 087-802-1335【802-1336】 760-0057 高松市旅篭町14-8　ボヌール旅篭1F
愛媛県保険医協会 089-989-2511【989-2711】 790-0003 松山市三番町4丁目7-7　愛媛汽船松山ビル3F
高知保険医協会 088-832-5231【832-5229】 780-8035 高知市河ノ瀬町41-1　AQUSHビル4F福岡県保険医協会 092-451-9025【451-6642】 812-0016 福岡市博多区博多駅南1-2-3　博多駅前第一ビル8F
福岡県歯科保険医協会 092-473-5646【473-7182】 812-0016 福岡市博多区博多駅南1-2-3　博多駅前第一ビル8F
佐賀県保険医協会 0952-29-1933【23-5218】 840-0801 佐賀市駅前中央1-9-45　大樹生命佐賀駅前ビル4F
長崎県保険医協会 095-825-3829【825-3893】 850-0056 長崎市恵美須町2-3　フコク生命ビル2F
熊本県保険医協会 096-385-3330【385-6448】 862-0950 熊本市中央区水前寺6-50-25　中島ビル4F
大分県保険医協会 097-568-0066【568-1570】 870-0951 大分市大字下郡1602-1　大分県保険医会館1F
宮崎県保険医協会 0985-29-9516【29-1256】 880-0056 宮崎市神宮東3-4-21　山本コーポ1F
鹿児島県保険医協会 099-254-8662【254-8667】 890-0056 鹿児島市下荒田3-44-18　のせビル3F
沖縄県保険医協会 098-832-7813【832-4482】 902-0078 那覇市字識名1195-1　大城産業ビル1F　106号全国保険医団体連合会 03-3375-5121【3375-1862】 151-0053 渋谷区代々木2-5-5　新宿農協会館内
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在宅医療を始める前に
在宅医療点数算定上の留意点
在宅医療点数の解説と明細書（レセプト）記載の要点
医療保険と介護保険の給付調整
施設入居（所）者の医療
介護保険における医療系居宅介護サービスの解説
　居宅療養・訪問看護・訪問リハ

第２部

解説資料編

請求事例編
86例のレセプト
5例の介護レセプト
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在宅医療点数の
手引2020年度改定版

在宅の請求はややこしい…

に この１冊！

本書では改定のたびに複雑化していく在宅
医療点数を、独自に作成した図表・フロー
チャートなどを豊富に使い、分かりやすく解説
しています。在宅医療を始める上で必要な基礎
知識のほか、介護保険の解説、各点数のＱ＆Ａ、
80例を超える明細書事例も掲載し、好評です。
会員価格3,000円（税･送料込、定

価5,000円）です。ＦＡＸ、電話、メールよりご注
文ください。

各保険医協会・保険医会一覧 （2020年７月現在）
団　　体　　名 電 話 番 号 【FAX 番号】 〒 所　　　在　　　地

北 海 道 保 険 医 会 011-231-6281 【231-6283】 060-0042 札幌市中央区大通西6-6　北海道医師会館３Ｆ
青森県保険医協会 017-722-5483 【774-1326】 030-0823 青森市橋本3-15-5　青森県保険医会館内
岩手県保険医協会 019-651-7341 【651-7374】 020-0034 盛岡市盛岡駅前通り15-19　盛岡富国生命ビル８Ｆ
宮城県保険医協会 022-265-1667 【265-0576】 980-0014 仙台市青葉区本町2-1-29仙台本町ホンマビル４Ｆ
秋田県保険医協会 018-832-1651 【833-6880】 010-0001 秋田市中通2-2-21　秋田フコク生命ビル２Ｆ
山形県保険医協会 023-642-2838 【642-2839】 990-0043 山形市本町2-1-2　富国生命ビル２Ｆ
福島県保険医協会 024-531-1151 【531-1153】 960-8252 福島市御山字中屋敷96番地　福島県保険医会館
茨城県保険医協会 029-823-7930 【822-1341】 300-0038 土浦市大町12-31
栃 木 県保険医協会 028-622-0083 【627-0648】 320-0017 宇都宮市戸祭台29-17　
群 馬県保険医協会 027-220-1125 【220-1126】 371-0023 前橋市本町2-15-10　前橋フコク生命ビル８Ｆ
埼玉県保険医協会 048-824-7130 【824-7547】 330-0074 さいたま市浦和区北浦和4-2-2　アンリツビル５Ｆ
千葉県保険医協会 043-248-1617 【245-1777】 260-0031 千葉市中央区新千葉2-7-2　大宗センタービル４Ｆ
東 京 保 険 医 協 会 03-5339-3601 【5339-3449】 160-0023 新宿区西新宿3-2-7　ＫＤＸ新宿ビル４Ｆ
〃 三 多 摩 分 室 042-325-1351 【325-1802】 185-0021 国分寺市南町3-25-9　カメダビル４Ｆ
東京歯科保険医協会 03-3205-2999 【3209-9918】 169-0075 新宿区高田馬場1-29-8　いちご高田馬場ビル６Ｆ
神奈川県保険医協会 045-313-2111 【313-2113】 221-0835 横浜市神奈川区鶴屋町2-23-2　TSプラザビル２Ｆ
山梨県保険医協会 055-227-5434 【227-5435】 400-0862 甲府市朝気1-3-26
新 潟 県 保 険 医 会 025-241-8625 【241-4959】 950-0865 新潟市中央区本馬越2-17-5
富 山 県保険医協会 076-442-8000 【442-3033】 930-0004 富山市桜橋通り6-13　フコクビル11Ｆ
石川県保険医協会 076-222-5373 【231-5156】 920-0902 金沢市尾張町2-8-23　太陽生命金沢ビル８Ｆ
福井県保険医協会 0776-21-1660 【21-1649】 910-0038 福井市三ツ屋2-704-1　
長 野県保険医協会 026-226-0086 【226-8698】 380-0928 長野市若里1-5-26　長野県保険医会館
岐阜県保険医協会 058-267-0711 【267-0712】 500-8844 岐阜市吉野町6-14　大樹生命岐阜駅前ビル６Ｆ
静岡県保険医協会 054-281-6845 【281-7473】 422-8067 静岡市駿河区南町18-1　サウスポット静岡８Ｆ
愛知県保険医協会 052-832-1345 【834-3512】 466-8655 名古屋市昭和区妙見町19-2　愛知県保険医会館内
三重県保険医協会 059-225-1071 【225-1088】 514-0062 津市観音寺町429-13　
滋 賀県保険医協会 077-522-1152 【525-3093】 520-0047 大津市浜大津2-1-36　大津フコク生命ビル８Ｆ
京都府保険医協会 075-212-8877 【212-0707】 604-8162 京都市中京区烏丸通蛸薬師上ル七観音町637　インターワンプレイス烏丸６Ｆ
京都府歯科保険医協会 075-746-7680 【746-4711】 604-8106 京都市中京区堺町通御池下る丸木材木町670番地１　吉岡御池ビル２Ｆ
大阪府保険医協会 06-6568-7721 【6568-2389】 556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-33　大阪府保険医会館内１Ｆ
大阪府歯科保険医協会 06-6568-7731 【6568-0564】 556-0021 大阪市浪速区幸町1-2-33　大阪府保険医会館内３Ｆ
兵庫県保険医協会 078-393-1801 【393-1802】 650-0024 神戸市中央区海岸通1-2-31　神戸フコク生命海岸通ビル５Ｆ
奈良県保険医協会 0742-33-2553 【34-9644】 630-8013 奈良市三条大路2-1-10
和歌山県保険医協会 073-436-3766 【436-4827】 640-8157 和歌山市八番丁11番地　日本生命和歌山八番丁ビル８Ｆ
鳥取県保険医協会 0859-24-3063 【24-3066】 683-0853 米子市両三柳877-1　鳥取県保険医会館
島根県保険医協会 0852-25-6250 【27-5724】 690-0044 松江市浜乃木4-4-1　久谷ビル１Ｆ
岡山県保険医協会 086-277-3307 【277-3371】 703-8266 岡山市中区湊487-1　
広 島県保険医協会 082-262-5424 【262-5427】 732-0825 広島市南区金屋町2-15ＫＤＸ広島ビル４Ｆ
山口県保険医協会 083-973-9630 【974-5900】 754-0026 山口市小郡栄町1-2　山口県保険医会館内
徳島県保険医協会 088-626-1221 【623-6754】 770-0847 徳島市幸町1-44　徳島フコク生命ビル５Ｆ
香川県保険医協会 087-802-1335 【802-1336】 760-0057 高松市旅篭町14-8　ボヌール旅篭１Ｆ
愛媛県保険医協会 089-989-2511 【989-2711】 790-0003 松山市三番町４-7-7　愛媛汽船松山ビル３Ｆ
高 知 保 険 医 協 会 088-832-5231 【832-5229】 780-8035 高知市河ノ瀬町41-1　AQUSHビル４Ｆ
福岡県保険医協会 092-451-9025 【451-6642】 812-0016 福岡市博多区博多駅南1-2-3　博多駅前第一ビル８Ｆ
福岡県歯科保険医協会 092-473-5646 【473-7182】 812-0016 福岡市博多区博多駅南1-2-3　博多駅前第一ビル８Ｆ
佐賀県保険医協会 0952-29-1933 【23-5218】 840-0801 佐賀市駅前中央1-9-45　大樹生命佐賀駅前ビル４Ｆ
長崎県保険医協会 095-825-3829 【825-3893】 850-0056 長崎市恵美須町2-3　フコク生命ビル２Ｆ
熊本県保険医協会 096-385-3330 【385-6448】 862-0950 熊本市中央区水前寺6-50-25　中島ビル４Ｆ
大分県保険医協会 097-568-0066 【568-1570】 870-0951 大分市大字下郡1602-1　大分県保険医会館１Ｆ
宮崎県保険医協会 0985-29-9516 【29-1256】 880-0056 宮崎市神宮東3-4-21　山本コーポ１Ｆ
鹿児島県保険医協会 099-254-8662 【254-8667】 890-0056 鹿児島市下荒田3-44-18　のせビル３Ｆ
沖縄県保険医協会 098-832-7813 【832-4482】 902-0078 那覇市字識名1195-1　大城産業ビル１Ｆ　106号
全国保険医団体連合会 03-3375-5121 【3375-1862】 151-0053 渋谷区代々木2-5-5　新宿農協会館内

発行所　全国保険医団体連合会　　〒 151-0053　東京都渋谷区代々木 2-5-5　新宿農協会館内　TEL（03）3375-5121 ㈹

届出医療等の活用と留意点
－施設基準・人員基準等の手引き－
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届出医療等の
活用と留意点
2020～2021年度版

●体裁
　B5判、約1400ページ
●発行日
　2020年8月20日
●発行
　全国保険医団体連合会
●定価
　6,000円

石川県保険医協会
TEL(076)222-5373　FAX(076)231-5156
Eメール ishikawa-hok@doc-net.or.jp

届出医療は施設基準や人員基準を満たし、地方厚生
局長等に届出を行うことにより算定できる点数です。そ
のため、届出後も施設基準等の要件を日常的に整え続
けなくてはなりません。『届出医療等の活用と留意点』で
は効率的に管理ができるよう、点数ごとに届出チェック
表や日常管理チェック表を掲載しています。
また、厚労省より公表されている適時調査実施要領の
重点対象項目にマークを入れるなどしてさらに内容を充
実させました。
会員価格3,000円（定価6,000円）です。ＦＡＸ・電

話・メールよりお申し込みください。

ぽんすけの
　　　保険Q&A

Dr.
ぽんすけ：	時間外加算に休日加算に深夜加算に夜間・早朝等加算…って、いつどの加算を

取るのか分かんないよ～！  
天の声：	ぽんすけ先生、時間外加算・休日加算・深夜加算は、本来診療していない時間に診

療したことに対する評価＝診療時間外や休診日に算定する加算です。一方、夜間・早朝等
加算は、病院勤務医の負担軽減のために夜間・早朝を標榜時間としている診療所への評価
＝診療時間内に算定する加算で、時間外加算等とは主旨の異なる加算です。いつどの加算
を算定するかは下表をご参照ください。

急病患者
の要件※

診療時間内 平日18:00以降から朝8:00までの間（土曜は
12:00以降から朝8:00までの間）

→　夜間・早朝等
加算（施設基準あり） なし

診療時間外＆
休診日

深夜（22:00～6:00）の時間帯 →　深夜加算 あり

深夜以外の診療時間外＆
休診日

月～土 →　時間外加算 あり

日・祝
12/29～1/3 →　休日加算 あり

休日当番医 診療時間内・外ともに →　休日加算 なし

※　急病患者の要件…「急病等やむを得ない理由により受診した患者」という要件

ぽんすけ：	夜間・早朝等加算って、時間外加算と何が違うのかと思っていたけど、そうい
うことかぁ。じゃあ、うちは土曜は13時まで診療しているから、12時から13時までは夜
間・早朝等加算、13時にクリニックを閉めた以降は時間外加算だね。

天の声：	その通りです。なお、休日当番医の場合は診療時間内・外ともに休日加算を算定で
きます。

石 川 保 険 医 新 聞 第586号（7）2021年2月15日（毎月15日発行）
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私
の
生
ま
れ
た
集
落
は
、
海
岸
線
が
ほ
ぼ
磯
の
小
さ
な
岬

と
小
さ
な
入
江
か
ら
な
る
海
辺
に
位
置
し
て
い
た
。
入
江
は

石
積
の
防
波
堤
や
桟
橋
、
そ
れ
に
自
然
の
岩
礁
を
巧
み
に
利

用
し
、
水
深
が
浅
く
海
底
も
平
坦
な
砂
地
だ
っ
た
。
そ
の
入

江
の
最
奥
部
に
わ
が
家
と
船
小
屋
が
あ
っ
た
。
祖
父
の
代
に

は
そ
れ
な
り
の
網
元
を
誇
っ
た
が
、
父
の
代
に
は
小
さ
な
船

小
屋
に
納
ま
る
ほ
ど
の
動
力
船
や
伝
馬
船
を
持
つ
だ
け
と

な
っ
て
い
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
れ
で
も
漁
の
た
び
に
頻
繁
に

入
江
を
往
来
し
て
い
た
。

あ
る
日
の
夕
方
、
沖
か
ら
入
江
に
戻
り
、
何
気
な
く
透
き

通
っ
た
海
を
覗
い
て
い
た
ら
、
水
深
１
〜
２
メ
ー
ト
ル
下
の

砂
地
に
密
集
す
る
無
数
の
大
き
な
ナ
マ
コ
が
見
え
た
。
目

を
凝
ら
せ
ば
入
江
一
面
に
広
が
っ
て
い
る
で
は
な
い
か
。
櫓

（
ろ
）
を
こ
ぐ
父
に
知
ら
せ
た
が
、
意
外
な
こ
と
に
ま
る
で

無
価
値
と
言
わ
ん
ば
か
り
で
無
視
さ
れ
た
。
ナ
マ
コ
だ
け
で

な
く
、
タ
コ
や
オ
コ
ゼ
、
な
め
ら
、
ク
ロ
ダ
イ
、
サ
ザ
エ
等

が
、
そ
こ
ら
辺
に
あ
ふ
れ
、
必
要
な
け
れ
ば
獲
る
こ
と
も
な

か
っ
た
の
だ
。
そ
ん
な
時
代
に
、
野
性
味
あ
る
自
然
を
色
々

体
験
し
た
。
し
か
し
、
さ
ら
に
「
強
烈
」
と
な
る
と
、
祖
父

の
時
代
の
神
話
や
伝
説
と
も
言
え
る
口
伝
で
あ
ろ
う
。

網
元
の
頭
首
だ
っ
た
祖
父
が
熱
っ
ぽ
く
語
っ
た
あ
る
話
が

強
烈
だ
っ
た
。

─ 

突
然
、
カ
ー
ン
、
カ
ー
ン
と
半
鐘
が

村
に
響
き
渡
る
や
い
な
や
、
村
の
若
い
衆
が
野
良
仕
事
の
手

を
止
め
、
大
急
ぎ
で
入
江
に
集
ま
る
。
半
鐘
は
、
シ
ィ
ー

ビ
（
マ
グ
ロ
）
が
入
江
に
入
り
込
ん
だ
の
合
図
な
の
だ
。

シ
ィ
ー
ビ
が
逃
げ
出
す
前
に
若
い
衆
が
大
慌
て
で
入
江
を

閉
じ
る
。
さ
ぁ
、
そ
れ
か
ら
が
勝
負
。
村
中
が
見
守
る
中

で
、
狭
い
浅
瀬
に
閉
じ
込
め
ら
れ
た
大
量
の
マ
グ
ロ
を
捕
獲

し
よ
う
と
、
超
原
始
的
格
闘
が
開
始
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
そ

の
様
を
口
角
泡
を
飛
ば
し
て
語
る
祖
父
も
懐
か
し
そ
う
で

あ
っ
た
。

数
々
の
神
話
と
伝
説
の
舞
台
と
な
っ
た
入
江
も
半
世
紀
前

に
埋
め
立
て
ら
れ
、
今
で
は
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
下
と
な
っ

た
。
も
は
や
こ
れ
以
上
の
激
変
は
な
い
も
の
と
思
い
込
ん
で

い
た
ら
、
先
日
、
七
尾
市
農
業
委
員
会
か
ら
封
書
が
届
い

た
。
通
知
に
は
、
先
祖
代
々
の
田
ん
ぼ
の
い
く
つ
か
が
休
耕

状
態
に
あ
る
よ
う
だ
が
、
こ
れ
か
ら
の
意
向
を
お
尋
ね
し
た

い
と
あ
っ
た
。
今
度
は
、
海
で
は
な
く
陸
の
話
だ
。
管
理

委
員
会
に
委
託
し
て
、
い
ず
れ
山
林
に
戻
す
運
命
を
選
択
し

た
。
生
き
て
る
う
ち
に
、
こ
ん
な
類
は
想
定
外
だ
っ
た
。
こ

の
分
で
は
、
私
の
子
ど
も
や
孫
の
代
に
は
、
ど
う
な
っ
て
い

る
こ
と
か
…
。

入
江
の
物
語

	

平
田
　
米
里
（
野
々
市
市
・
歯
科
）

原
稿
募
集
中
　
趣
味
や
旅
行
記
、
医
療
・
福
祉
に
関
し
て
や
平
和
、
環
境
問
題
に
つ
い
て
な
ど
、
会
員
寄
稿
を
お
待
ち
し
て
い
ま
す
。
編
集
部
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。
0
7
6
（
2
2
2
）
5
3
7
3

（解答は 5 面にあります）

囲 碁

（解答は 5 面にあります）

〈ヒント〉初手に工夫を……。
 （10分で1級）

■出題　九段　西村一義黒先　（5分で１、２級以上）
〈ヒント〉 一線の下がりを活用する
 好手段があります。

■出題　九段　石榑郁郎

初級編初級編

二重枠（2つあります）に
入った数字の合計はいく
つになるでしょう。
【ルール】
①空いているマスに、1か
ら 9までの数字のどれか
を入れます。

②タテ列（9列あります）、
ヨコ列（9列あります）、
太線で囲まれた3× 3の
ブロック（それぞれ9マ
スあるブロックが9つあ
ります）のどれにも1か
ら9までの数字が1つず
つ入ります。

（答え5面）
パズル制作／ニコリ

SUDOKU 数 独□ 6 9
7 2 8

8 3 7 6
6 4

1 4 6 9
5 3

8 4 2 1 □
3 8 4
9 1

朱
鷺
の
台
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ

ブ
の
メ
ン
バ
ー
に
な
っ
て
か

ら
、
ゴ
ル
フ
場
で
昼
ご
飯
を
食

べ
る
機
会
が
増
え
た
。
で
、
同

じ
メ
ン
バ
ー
の
先
輩
か
ら
「
こ

こ
の
カ
レ
ー
は
、
他
の
コ
ー
ス

の
カ
レ
ー
よ
り
う
ま
い
ぞ
」
と

の
ア
ド
バ
イ
ス
も
あ
り
、
初
め

て
注
文
し
て
食
べ
た
時
、
カ

レ
ー
の
深
み
と
い
う
か
コ
ク
と

い
う
か
、
と
に
か
く
今
ま
で
食

べ
て
き
た
カ
レ
ー
と
は
違
う
味

わ
い
だ
っ
た
。

朱
鷺
の
台
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ

ブ
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
よ
る

と
、
先
代
社
長
（
故
人
）
と
そ

の
当
時
の
料
理
長

が
、
全
国
の
カ

レ
ー
を
食
べ
歩
い

て
、
試
行
錯
誤
し

て
苦
労
の
末
に
完

成
し
た
も
の
だ
そ

う
だ
。
か
つ
て
、

ミ
ズ
ノ
オ
ー
プ
ン

ト
ー
ナ
メ
ン
ト
が

行
わ
れ
て
い
た

時
、
青
木
功
プ
ロ

が
カ
レ
ー
を
必
ず

２
杯
お
か
わ
り
し

て
食
べ
た
と
い
う
逸
話
が
残
っ

て
い
る
。
以
前
は
、
お
土
産
と

し
て
、
４
人
前
の
パ
ッ
ク
を
販

売
し
て
い
て
、
た
ま
に
、
家
族

へ
の
お
土
産
と
し
て
買
っ
て
い

た
こ
と
を
覚
え
て
い
る
。
最
近

は
、
コ
ロ
ナ
の
せ
い
か
、
や
っ

て
い
な
い
そ
う
だ
。
落
ち
着
い

た
ら
、
ぜ
ひ
再
開
し
て
ほ
し
い

も
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
コ
ー
ス
売
店
の
名

物
と
し
て
は
、
眉
丈
台
イ
ン

コ
ー
ス
15
番
ホ
ー
ル
の
茶
店

の
「
ド
テ
焼
き
」
も
お
い
し

い
。
眉
丈
台
を
回
る
時
は
、
必

ず
と
言
っ
て
い
い
ほ
ど
、
茶
店

に
寄
っ
て
食
べ
る
こ
と
が
多

い
。
牛
ス
ジ
の
串
を
赤
味
噌
と

み
り
ん
で
じ
っ
く
り
煮
込
ん
で

仕
上
げ
て
い
る
一
品
。
朱
鷺
の

台
カ
ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
の
メ
ン

バ
ー
な
ら
、
一
度
は
食
べ
て
い

る
と
思
う
。
秋
か
ら
冬
の
ラ
ウ

ン
ド
時
の
寒
い
時
、
出
来
立
て

の
ド
テ
焼
き
に
七
味
（
一
味
で

も
Ｏ
Ｋ
）
を
振
っ
て
口
に
入
れ

た
時
の
幸
福
感
？
は
何
と
も
言

え
な
い
も
の
が
あ
る
。
茶
店
の

前
方
の
窓
か
ら
テ
ィ
ー
グ
ラ
ン

ド
、
そ
の
向
こ
う
に
は
日
本
海

も
一
望
で
き
る
ロ
ケ
ー
シ
ョ
ン

と
ド
テ
焼
き
の
二
つ
を
味
わ

え
て
小
さ
な
幸
せ
を
感
じ
る

（
笑
）。
写
真
が
な
い
の
で
説
明

す
る
の
が
難
し
い
が
、
機
会
を

見
て
次
回
以
降
に
掲
載
予
定
。

お
酒
に
も
よ
く
合
う
の
で
、
一

度
賞
味
し
て
ほ
し
い
。
他
に

も
、
う
ま
い
一
品
は
あ
る
の
だ

が
、
連
載
は
続
く
の
で
次
回
に

譲
る
こ
と
に
す
る
。

あ
、
そ
れ
と
、
ゴ
ル
フ
を
や

ら
な
い
方
で
も
、
朱
鷺
の
台
カ

ン
ト
リ
ー
ク
ラ
ブ
の
ク
ラ
ブ
ハ

ウ
ス
２
階
の
レ
ス
ト
ラ
ン
で
オ

リ
ジ
ナ
ル
カ
レ
ー
は
食
べ
ら
れ

ま
す
か
ら
、
い
つ
で
も
気
軽
に

お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

朱鷺の台カントリークラブ
羽咋市柳田町8-8
電話 0767-27-1121（代表）

ホームコースの名物カレー
大平三四郎（金沢市・歯科）

ゴルフのグルメ
第１回（全３回）

「傷病休業給付金」は、ケガや疾病により
６日以上連続して休業された場合に、第三者
の医師を受診してから６日目以降休業された
日数分給付されます。休業される事態が生じ
た場合は、速やかに保険医協会事務局までご
連絡ください。

休業保障共済保険に
ご加入されている先生方へ

石川県保険医協会　TEL(076)222-5373　FAX(076)231-5156

石 川 保 険 医 新 聞 2021年2月15日（毎月15日発行）（8）第586号


